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[長期総合計画] [事業基本情報]

分野別目標 4 ○ 管理経費 ○

政 策 6

施 策 1 法定受託事務

取組方針 2 ○

事業実施の根拠法令

関連個別計画

担当課・担当課長（Tel）

関連課
充実 現状維持

１　事業概要及び実施内容

事
業
概
要

２　事業コスト

当初予算 決算 当初予算 決算 当初予算 決算 決算 計画 決算

26,327 21,840 26,768 24,896 28,790 22,965 28,572

- - 1.7% 14.0% 7.6% ▲7.8% ▲100.0% 0.0% -

18,369 18,103 18,103 14,069 14,069 8,042 8,932

6,743 6,288 6,288 9,794 9,794 11,354 11,352

25,112 24,391 24,391 23,863 23,863 19,396 20,284

3,598 5,025 3,146 2,963 2,850 2,284 2,691
22,729 16,815 23,622 21,933 25,940 20,681 22,081

2.42 2.43 2.43 1.85 1.85 1.01 1.12

3.20 3.20 3.20 4.48 4.48 5.16 5.16

３　目標及び実績
単位 平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目標値 864 1,080 1,080 1,080

実績値 864 1,080

達成度(%) 100.0% 100.0%

目標値 22,000 23,000 23,000 23,000

実績値 24,754 23,275

達成度(%) 112.5% 101.2%

目標値 2,800 2,900 2,600 2,600

実績値 2,883 2,213

達成度(%) 103.0% 76.3%

目標値 780 900 850 850

実績値 903 757

達成度(%) 115.8% 84.1%

実
施
内
容

市管理道路及び自転車等放置
禁止区域において、自転車等
を放置しないための啓発活動
を行う。
また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告
札の貼付及び撤去を行い、撤
去した自転車等を保管所で保
管し、盗難照会を行い、所有
者に連絡し、保管料を徴収し
たうえで返還し、引き取りの
ない自転車等については処分
を行う。

市管理道路及び自転車等放置
禁止区域において、自転車等
を放置しないための啓発活動
を行う。
また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告
札の貼付及び撤去を行い、撤
去した自転車等を保管所で保
管し、盗難照会を行い、所有
者に連絡し、保管料を徴収し
たうえで返還し、引き取りの
ない自転車等については処分
を行う。

市管理道路及び自転車等放置
禁止区域において、自転車等
を放置しないための啓発活動
を行う。
また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告
札の貼付及び撤去を行い、撤
去した自転車等を保管所で保
管し、盗難照会を行い、所有
者に連絡し、保管料を徴収し
たうえで返還し、引き取りの
ない自転車等については処分
を行う。

市管理道路及び自転車等放置禁
止区域において、自転車等を放
置しないための啓発活動を行
う。
また同道路及び同区域における
放置自転車等に対し、警告札の
貼付及び撤去を行い、撤去した
自転車等を保管所で保管し、盗
難照会を行い、所有者に連絡
し、保管料を徴収したうえで返
還し、引き取りのない自転車等
については処分を行う。

市管理道路及び自転車等放置
禁止区域において、自転車等
を放置しないための啓発活動
を行う。
また同道路及び同区域におけ
る放置自転車等に対し、警告
札の貼付及び撤去を行い、撤
去した自転車等を保管所で保
管し、盗難照会を行い、所有
者に連絡し、保管料を徴収し
たうえで返還し、引き取りの
ない自転車等については処分
を行う。

平成30年度

当初予算

▲0.8%

8,932

事業費 28,572

事業費等　（千円）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

伸び率（％）

20,854

活
動
指
標

そ の 他

11,352

国庫支出金

県支出金

20,284

人件費

正規職員
正規職員以外

小計

平成27年度

所要人数
（人）

正規職員
正規職員以外

863

成
果
指
標

2,900

1,080

1,080

主な予算内訳

2,750

94.8%

95.8%

900

100.0%

自転車等放置防止委託料　15,071千円　運搬委託料　6,318千円 等

1.12

放置自転車等啓発・指導延人数

指標名

人

90.6%

放置自転車等撤去台数

放置自転車等返還台数

件

台

台

放置自転車等啓発・撤去貼付件数

23,000

3,800市　　債

2,691

5.16

22,081一般財源（税等）

都市計画総務費

一般会計

土木費

事　務　事　業　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

放置自転車等対策事業

事業区分(1)
事業経費

その他

交通安全対策の推進

誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

その他

款

平成２８年度 平成２９年度平成２６年度 平成２７年度

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総
合的推進に関する法律  和歌山市自転車等の放置の防

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容
　市管理道路及び自転車等放置禁止区域において、自転車等を放置しないよう啓発活動を行う。
また同道路及び同区域における放置自転車等に対し、警告札の貼付及び撤去を行い、撤去した自
転車等を保管所で保管し、盗難照会を行い、所有者に連絡し、保管料を徴収・指導したうえで返
還し、引き取りのない自転車等の処分を行う。

　道路や歩道及び自転車等放置禁止区域の放置自転車等をなく
し、駅周辺等の放置自転車等問題の解決を図る。

都市整備課

平成３０年度

田中　利幸（435-1082）

事業期間 ～

大事業

項

自転車等管理事業

会計

放置自転車等対策事業事項

会計・
予算区分

継続事業種別

放置自転車等の対策の推進
事業区分(2)

自治事務

安全で安心な市民生活の確保

都市計画費

目



４　事業の評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

５　今後の方向性（担当課評価）

充実 ○

現状維持

縮小

廃止

縮小 現状維持 拡大

評価基準

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している

[妥当性]官民の役割は妥当か 市が行うべき

横ばい 減少している

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか

中長期的に取り組む 緊急性は薄い

できない

[妥当性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい

他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む

一部見直しが必要

達成している(90%以上) おおむね達成(70～90%未満)

[有効性]上位施策への貢献度 貢献度は低い一定の貢献度がある重要かつ高い貢献度がある

[有効性]更に効果が期待できるか できる あまりできない

[効率性]事業費を抑制できるか

　コスト投入の方向性

達成していない(70%未満)

ゼロ

できない 制約はあるが可能性はある できる

見直しが必要

[効率性]受益者負担の見直し 適正 負担は求められない 見直しが必要

見直し・改善内容
　駐輪場の整備として、駅にできるだけ近い場所で、需要に対応できる施設で入出庫が安全かつスムーズにできるように見直し
改善を検討する。

担当課評価の根拠 　自転車等駐車場を整備し、啓発活動や放置自転車等の撤去回数を増やすことにより徐々に成果を上げてきている。

事
業
内
容
の
方
向
性


